
寄 付 金 取 扱 規 程   

  

(目   的)   

第 １ 条  こ の 規 程 は、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 全 国 こ ど も 食 堂 支 援 セ ン ター・ む す び え （以 下 ｢  

こ の 法 人 ｣ と い う。） が 受 領 す る 寄 付 金 の 取 扱 い に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ 

り、 こ の 法 人 の 寄 付 金 取 扱 い 事 務 の 適 正 化 を 図 る こ と を 目 的 と す る。   

  

（定   義）   

第 ２ 条 　 こ の 規 程 に お い て、 寄 付 金 と は、 こ の 法 人 が 寄 付、 遺 贈、 募 金 等 の 名 目 を 問 わ 

ず、 返 還 義 務 を 伴 わ ず に 受 領 す る 対 価 性 の な い 金 銭 そ の 他 の 財 産 権 （こ の 法 人 に 対 す る 無 

償 の 役 務 提 供 を 除 く） を い う。   

  

(寄 付 金 の 種 類)   

第 ３ 条 　 こ の 法 人 が 受 け 入 れ る 寄 付 金 の 種 類 は、 「一 般 寄 付 金」、 「指 定 寄 付 金」 及 び 

「特 別 寄 付 金」 と す る。   

２ 　 本 規 程 に お い て、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る。   

（１） 一 般 寄 付 金   

個 人 ま た は 団 体 か ら 使 途 の 特 定 が な さ れ な い で 受 領 す る 寄 付 金   

（２） 指 定 寄 付 金   

広 く 一 般 に、 こ の 法 人 が 使 途 を 特 定 し て 一 定 期 間 募 金 活 動 を 行 う こ と に よ り 受 領 す る 寄 付 

金   

（３） 特 別 寄 付 金   

前 各 号 の ほ か、 こ の 法 人 が 予 め 使 途 を 特 定 し て、 個 人 ま た は 団 体 か ら 受 領 す る 寄 付 金   

  

(一 般 寄 付 金 の 募 集 及 び 使 途)   

第 ４ 条 　 こ の 法 人 は 常 時 一 般 寄 付 金 を 募 る こ と が で き る。   

２ 　 一 般 寄 付 金 は、 定 款 第 ５ 条 に 定 め る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 使 用 す る ほ か、 こ の 

法 人 の 運 営 上 必 要 な 範 囲 で 管 理 費 に 使 用 す る こ と が で き る。   

  

(指 定 寄 付 金 の 募 集 及 び 使 途)   

第 ５ 条 　 指 定 寄 付 金 を 募 集 す る と き は、 募 集 総 額、 募 集 期 間、 募 集 対 象、 募 集 理 由、 次 項 

に 規 定 す る 資 金 使 途 及 び そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 説 明 し た 書 面 （電 磁 的 方 法・ 記 録 を 含 む） 

を 理 事 会 に 提 出 し、 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い。 変 更 す る 場 合 も 同 様 と す る。   

２ 　 指 定 寄 付 金 は、 適 正 な 募 集 経 費 を 控 除 し た 残 額 の 総 額 を 定 款 第 ５ 条 の 特 定 非 営 利 活 動 

目 的 事 業 の う ち 特 定 の 事 業 に 使 用 す る こ と と し て 資 金 使 途 を 具 体 的 に 定 め な け れ ば な ら な 

い。   

３ 　 指 定 寄 付 金 に つ い て、 募 集 総 額 を 上 回 る 寄 付 金 が 寄 せ ら れ た 場 合 及 び 予 定 し て い た 資 

金 使 途 へ の 充 当 が 困 難 に なっ た 場 合 等 は、 理 事 会 の 議 決 を 経 て、 こ の 法 人 の 他 の 特 定 非 営 

利 活 動 に 係 る 事 業 に 使 用 す る こ と が で き る。 ま た、 受 領 し た 指 定 寄 付 金 総 額 の 最 大 ３ 割 

（当 該 指 定 寄 付 金 の 募 集 経 費 を 含 む） ま で を 上 限 と し て、 必 要 な 範 囲 で 管 理 費 に 使 用 す る 

こ と が で き る。   

  

(特 別 寄 付 金)   

第 ６ 条 　 こ の 法 人 は、 個 人 ま た は 団 体 か ら 特 別 寄 付 金 を 受 領 す る こ と が で き る。 但 し、 特 

別 寄 付 金 を 受 領 す る に は、 理 事 会 の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い。   

２ 　 特 別 寄 付 金 は、 適 正 な 募 集 経 費 を 控 除 し た 残 額 の 総 額 を、 特 定 の 目 的 に 使 用 す る も の 

と す る。   
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（金 銭 以 外 の 寄 付 金）   

第 ７ 条 　 金 銭 以 外 の 寄 付 金 等 に つ い て は、 寄 付 者 に 説 明 し た 寄 付 の 使 途 の 範 囲 内 で、 こ の 

法 人 が 自 ら 使 用 す る ほ か、 換 価 等 の 処 分 の 上、 必 要 経 費 を 控 除 し た 残 額 を 前 ３ 条 の 規 定 に 

従っ て 使 用 す る も の と す る。   

  

（寄 付 金 の 受 入 の 制 限）   

第 ８ 条 　 こ の 法 人 は、 寄 付 金 が 次 の 各 号 に 該 当 す る と き、 ま た は そ の お そ れ が あ る と き 

は、 そ の 受 入 を 辞 退 し、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 対 し て、 受 領 し た 寄 付 金 等 を 返 還 す る 

こ と が で き る。   

① 　 法 令 ま た は 定 款 に 抵 触 す る と き   

② 　 寄 付 金 等 の 受 け 入 れ に 起 因 し て、 こ の 法 人 が 著 し い 負 担 を 生 じ る と き   

③ 　 こ の 法 人 の 業 務 遂 行 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き お よ び こ の 法 人 が 受 け 入 れ る に は 

不 適 当 と 認 め ら れ る と き   

④ 　 寄 付 者 が 使 途 を 指 定 し て 行っ た 寄 付 に 関 し、 そ の 使 途 が 定 款 に 定 め る こ の 法 人 の 目 的 

の 達 成 に 資 す る も の で な い と き   

⑤   寄 付 者 が、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 

号） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若 し く は 同 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 

し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 で あ る と き   

２ 　 前 項 に 基 づ き、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 対 し て、 寄 付 金 の 返 還 を す る 場 合 に、 寄 付 

者 本 人 ま た は そ の 指 定 す る 者 に 対 す る 返 還 が 困 難 な 事 情 が あ る と き は、 返 還 に 代 え て 供 託 

等 の こ の 法 人 の 指 定 す る 適 切 な 方 法 を と る こ と が で き る も の と す る。   

３ 　 前 ２ 項 に 基 づ く 寄 付 金 の 返 還 等 が、 や む を 得 な い 理 由 に よ り、 次 条 に 定 め る 領 収 証 等 

の 発 行 後 に 行 わ れ る 場 合 は、 原 則 と し て 発 行 済 領 収 証 等 の 返 還 を 要 す る も の と す る。   

  

（寄 付 金 の 受 領 後 の 対 応）   

第 ９ 条 　 こ の 法 人 が 寄 付 金 を 受 領 し た と き は、 前 条 に 定 め る 受 入 制 限 に 該 当 し な い 限 り、 

遅 滞 な く 礼 状 （受 領 書） ま た は 領 収 証 （以 下 「領 収 証 等」 と い う。） を、 寄 付 者 ま た は そ 

の 承 継 人 へ 送 付 す る。 た だ し、 寄 付 者 も し く は そ の 承 継 人 の 氏 名、 名 称、 所 在 等 が 客 観 的 

な 記 録 等 か ら 確 認 で き な い 場 合、 ま た は 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 が 特 段 の 意 思 を 表 明 し た 

と き は こ の 限 り で な い。   

２ 　 前 項 の ほ か、 こ の 法 人 は、 理 事 会 の 決 定 に 基 づ き、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 対 し 

て、 特 別 な 表 彰 を 行 う こ と が で き る。   

３ 　 寄 付 金 の 領 収 証 等 は、 寄 付 金 の 振 込 記 録 ま た は 寄 付 者 が 作 成 す る 寄 付 申 込 書 等 の 客 観 

的 な 記 録 に 基 づ き、 可 能 な 限 り 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 本 人 の 氏 名 ま た は 名 称 で 発 行 す る 

も の と す る。 な お、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 か ら 本 人 以 外 の 名 義 に よ る 領 収 証 等 の 発 行 依 

頼 が あっ た と き は、 会 計 責 任 者 及 び 担 当 理 事 が 法 令 等 に 照 ら し て そ の 適 否 を 判 断 す る も の 

と す る。   

４ 　 こ の 規 程 に 定 め る も の を 除 き、 こ の 法 人 の 資 産 の 譲 渡・ 貸 付・ 運 用、 役 務 の 提 供、 役 

員 の 選 任 及 び 事 業 の 運 営 等 に 関 し て、 寄 付 者 ま た は そ の 承 継 人 に 特 別 の 利 益 を 与 え な い よ 

う 留 意 し な け れ ば な ら な い。   

  

（寄 付 金 の 使 途 結 果 の 報 告）   

第 10 条 　 寄 付 金 の 使 途 結 果 の 報 告 は、 こ の 法 人 の 社 員 総 会 に お け る 事 業 報 告 お よ び ホー ム 

ペー ジ、 活 動 報 告 書 等 に よ り、 適 時 適 切 に 行 う も の と す る。   

  

(個 人 情 報 保 護)   

第 11 条 　 寄 付 者 お よ び そ の 承 継 人 に 係 る 個 人 情 報 は、 こ の 法 人 が 別 途 定 め る 個 人 情 報 保 護 

方 針 に 基 づ き、 適 切 に 取 得、 管 理 お よ び 利 用 し な け れ ば な ら な い。   
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（遺 贈 お よ び 相 続 財 産 か ら の 寄 付）   

第 12 条 　 寄 付 者 か ら の 遺 贈 お よ び 相 続 財 産 か ら の 寄 付、 信 託 や 生 命 保 険 の 仕 組 み を 利 用 し 

た 寄 付 に つ い て も、 本 規 定 を 準 用 す る。   

２ 　 遺 贈 ま た は 相 続 財 産 か ら の 寄 付 を 受 け 入 れ る に あ たっ て は、 弁 護 士 や 税 理 士 等 の 専 門 

家 に 適 宜 助 言 を 求 め、 遺 贈 者 ま た は 寄 付 者 の 想 い の 実 現 を 図 る べ く、 円 滑 な 受 け 入 れ が で 

き る よ う 努 め る。   

  

（雑   則）   

第 13 条 　 本 規 程 に 定 め る も の の ほ か、 本 規 程 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は、 別 に 理 事 会 に お い て 

定 め る。   

  

（規 程 の 改 正）   

第 14 条 　 本 規 程 は、 理 事 会 の 決 議 に よ り 改 正 す る こ と が で き る。   

  

附   則   

こ の 規 程 は、 2021 年 6 月 1 日 よ り 施 行 す る。 （ 2021 年 5 月 25 日 理 事 会 議 決）   
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